
公益法人制度改革について公益法人制度改革について

社団法人社団法人 日本青年会議所　組織日本青年会議所　組織変革推進会議　変革推進会議　



民法民法第第３４条に３４条に基づいて設立された基づいて設立された公益法人公益法人

社団法人とは社団法人とは

公益法人とは公益法人とは

・不特定多数の者の利益の実現を目的とする・不特定多数の者の利益の実現を目的とする

・営利を目的としない・営利を目的としない

・主務官庁の許可を得る・主務官庁の許可を得る

公益性が無い法人公益性が無い法人

構成員相互の親睦構成員相互の親睦

特定の者のみを対象とする事業特定の者のみを対象とする事業（協同組合など）（協同組合など）

特定個人の精神的・経済的支援特定個人の精神的・経済的支援（後援団体など）（後援団体など）



１，１，団体としての組織を備え団体としての組織を備えているている

２，２，多数決の原則が行われ多数決の原則が行われているている

３，３，構成員の変更に関わらず団体が存続構成員の変更に関わらず団体が存続しているしている

４，４，組織における代表の選出、総会の運営、財産の組織における代表の選出、総会の運営、財産の

　管理　管理方法が確定している方法が確定している

現在の社団法人設立の条件現在の社団法人設立の条件

４つの条件を満たし、定款を作成して主務官庁４つの条件を満たし、定款を作成して主務官庁
（（JCJCは経済産業省は経済産業省；；窓口は都道府県）窓口は都道府県）の許可の許可をを

得れれば社団法人が設立できる得れれば社団法人が設立できる



目的別目的別法人法人の分類の分類

特別法特別法【共益法人】【共益法人】

（労働組合、生活協同組合（労働組合、生活協同組合
等）等）

民法３４条民法３４条【公益法人】【公益法人】

（社団法人、財団法人）（社団法人、財団法人）

特別法特別法

（宗教法人、社会福祉法人（宗教法人、社会福祉法人
等）等）

儲儲
けけ
なな
いい

商法、会社法商法、会社法【営利法人】【営利法人】

（株式、合名、合資（株式、合名、合資、合同）、合同）

特別法特別法【広義の公益法人】【広義の公益法人】

（（公共事業法人、学校法人、公共事業法人、学校法人、
医療法人、医療法人、
　特定非営利活動　特定非営利活動法人等）法人等）

儲儲
けけ
るる

仲間のため、自分のため仲間のため、自分のため世の中のため世の中のため

公益性（誰のため？）

営
利
性
（
儲
け
は
？
）



１８９６年（明治２９年）　民法第３４条制定１８９６年（明治２９年）　民法第３４条制定

２０００年（平成１２年）　行政改革大綱２０００年（平成１２年）　行政改革大綱がが閣議決定閣議決定

　　　　　　　　　　※森内閣にて「特殊法人改革」・「公務員制度改革」※森内閣にて「特殊法人改革」・「公務員制度改革」 と並ぶと並ぶ
　　　　　　　行革３本柱の一つとしてスタート　　　　　　　行革３本柱の一つとしてスタート

２００３年　公益法人制度に関する基本方針を閣議決定２００３年　公益法人制度に関する基本方針を閣議決定

２００４年　公益法人制度改革に関する有識者会議報告書作成２００４年　公益法人制度改革に関する有識者会議報告書作成

２００５年　行政改革の重要方針２００５年　行政改革の重要方針をを閣議決定閣議決定
　　　　　　　　　　　　　　

２００６年　公益法人制度改革関連法案成立　公布２００６年　公益法人制度改革関連法案成立　公布

２００８年　上記法律施行（施行後５年間の移行期間）２００８年　上記法律施行（施行後５年間の移行期間）

制度改革の経緯制度改革の経緯



数年前に数年前にある県内でＪＣの検査ある県内でＪＣの検査が行われ以下のような結果が出たが行われ以下のような結果が出た
　　　　「事業「事業・・会議運営」会議運営」についてはについては全てＯＫ全てＯＫ

　　　　「資産管理・会計事務」「資産管理・会計事務」についてはについては７割がＮＧ７割がＮＧ

特に特に「資産管理」について「資産管理」についてはは使途が不明な「基金」使途が不明な「基金」があり、定期的に繰り入れがあり、定期的に繰り入れるる

ことによりことにより適正な内部留保適正な内部留保の水準を上回る可能性があると指摘の水準を上回る可能性があると指摘されているされている

ＪＣの経緯（セミナー等）ＪＣの経緯（セミナー等）

　　２００５年７月　２００５年７月　サマコンにてセミナー実施サマコンにてセミナー実施
　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　テーマ「公益法人制度改革について」テーマ「公益法人制度改革について」

　　　　　　　　　　　　　担当；財政特別委員会　　講師；会計監査人グループ　　　　　　　　　　　　　　担当；財政特別委員会　　講師；会計監査人グループ　
　　　　　　　　　　　　　対象；各地区・ブロック・ＬＯＭの運営担当者　計５８６名　　　　　　　　　　　　　対象；各地区・ブロック・ＬＯＭの運営担当者　計５８６名

　　　　　　　　　　 1010月　月　全国大会にてセミナー実施全国大会にてセミナー実施
　　　　 　　　　テーマ「公益法人制度改革について」テーマ「公益法人制度改革について」

　　　　　　　　　　　　　担当；財政特別委員会　　講師；会計監査人グループ　　　　　　　　　　　　　　担当；財政特別委員会　　講師；会計監査人グループ　
　　　　　　　　　　　　　対象；不明　　　　　　　　　　　　　対象；不明



２００６年１月　公益法人改革制度の担当委員会設立２００６年１月　公益法人改革制度の担当委員会設立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規則委員会　規則委員会　 ；； 定款・諸規則・諸規定など定款・諸規則・諸規定など

　　　　　　　　　　　　財政審査会議　　　　　　　　　　　　財政審査会議 ；； 新会計基準など新会計基準など

　　　　　　　　　　 ３月　３月　第２回ブロック会長会議にてセミナー実施第２回ブロック会長会議にてセミナー実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーマ「公益法人制度改革について」テーマ「公益法人制度改革について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師；公認会計士　（講師；公認会計士　（日本ＪＣ日本ＪＣ外部監査人）外部監査人）

　　　　　　　　　　 ７月　サマコンにてセミナー実施７月　サマコンにてセミナー実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーマ「公益法人制度改革について」テーマ「公益法人制度改革について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当；財政審査会議　　講師；会計監査人グループ　担当；財政審査会議　　講師；会計監査人グループ　
　　　　　　　　　　　　対象；各地区・ブロック運営専務、ＬＯＭ専務理事　計７８２名　　　　　　　　　　　　対象；各地区・ブロック運営専務、ＬＯＭ専務理事　計７８２名

ＪＣの経緯（セミナー等）ＪＣの経緯（セミナー等）



２００６年２００６年９月　９月　全国大会にてセミナー実施全国大会にてセミナー実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テーマ「公益法人会計について」テーマ「公益法人会計について」

　　　　　　　　　　　　担当；財政審査会議　　講師；会計監査人グループ　　　　　　　　　　　　　担当；財政審査会議　　講師；会計監査人グループ　
　　　　　　　　　　　　対象；各地区・ブロック運営専務、ＬＯＭ専務理事　計７７６名　　　　　　　　　　　　対象；各地区・ブロック運営専務、ＬＯＭ専務理事　計７７６名

　　　　　　　　 1212月　月　第５回ブロック会長予定者会議にてセミナー実施第５回ブロック会長予定者会議にてセミナー実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テーマ「公益法人制度改革について」テーマ「公益法人制度改革について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 講師；財政審査会議　須田議長講師；財政審査会議　須田議長

　　　　その他　その他　各地区協議会、ブロック協議会、ＬＯＭにて独自に各地区協議会、ブロック協議会、ＬＯＭにて独自に
　　　　　　　　　　 　　セミナーを企画し実施している　　セミナーを企画し実施している

ＪＣの経緯（セミナー等）ＪＣの経緯（セミナー等）



現制度の問題点現制度の問題点

・公益法人の不適切な運営に起因する・公益法人の不適切な運営に起因する不祥事不祥事が行なわれているが行なわれている

・官僚の・官僚の天下り先天下り先となっているとなっている

・営利法人に類似した法人が存在する・営利法人に類似した法人が存在する

・・公益性を失った法人公益性を失った法人が公益法人として存続し続けているが公益法人として存続し続けている

・公益性の判断基準が不明確であり、・公益性の判断基準が不明確であり、公益とは言えない事業公益とは言えない事業をを

　行なっている　行なっている

・事業分野毎の主務官庁による・事業分野毎の主務官庁による指導監督が縦割りで煩雑指導監督が縦割りで煩雑であるである

・主務官庁の許可主義の下、裁量の幅が大きく、法人設立が簡便・主務官庁の許可主義の下、裁量の幅が大きく、法人設立が簡便

　でない　でない

・・情報開示情報開示（ディスクロージャー）が（ディスクロージャー）が不十分不十分であるである

・・ガバナンスガバナンス（法人の管理運営のあり方）に（法人の管理運営のあり方）に問題問題があるがある



１）行政改革の一環１）行政改革の一環
　　　　ＫＳＤ事件における政治献金の問題や主務官庁との癒着、天ＫＳＤ事件における政治献金の問題や主務官庁との癒着、天

下り問題などを抜本的に改革する下り問題などを抜本的に改革する　　

制度改革の背景制度改革の背景

２）社会情勢の変化２）社会情勢の変化
　　　　政府や市場だけでは様々な社会のニーズに対応できない時政府や市場だけでは様々な社会のニーズに対応できない時

代となりつつあるため、民間非営利部門を社会・経済システム代となりつつあるため、民間非営利部門を社会・経済システム
の中に積極的に位置づける　の中に積極的に位置づける　

３）個人の価値観の多様化３）個人の価値観の多様化
　　　　個人の価値観が多様化した現代社会において、家庭や職場個人の価値観が多様化した現代社会において、家庭や職場

とは異なる自己実現の機会を与え、社会の構築に主体的に参とは異なる自己実現の機会を与え、社会の構築に主体的に参
加することを促す加することを促す



新しい制度の要点新しい制度の要点

現行の許可制による公益法人制度は廃止され、公益の有無現行の許可制による公益法人制度は廃止され、公益の有無
に関わらず準則主義（登記）のみで簡便に法人格が取得できに関わらず準則主義（登記）のみで簡便に法人格が取得でき
る制度が創設される。る制度が創設される。

　→設立して登記すれば　→設立して登記すれば「「一般社団法人一般社団法人」」となるとなる

さらに一般社団法人の中で、一定の要件を満たし公益性があさらに一般社団法人の中で、一定の要件を満たし公益性があ
ると認定された団体だけがると認定された団体だけが「公益社団法人」「公益社団法人」となる。となる。

現行の社団法人（中現行の社団法人（中22階）階）

公益社団法人（２階）公益社団法人（２階）

一般社団法人（一般社団法人（11階）階）

改革後のイメージ改革後のイメージ



一般と公益の相違点一般と公益の相違点

一般社団法人一般社団法人　　
　　

　　定款定款を作成してを作成して公証人の認証を受け、登記をすること公証人の認証を受け、登記をすることにに
　よって設立できる非営利法人。公益である必要は無く、　よって設立できる非営利法人。公益である必要は無く、
　私益でも共益でもよい。原則課税。　私益でも共益でもよい。原則課税。

公益社団法人公益社団法人

　　「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する」ことを「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する」ことを
　　目的とする事業を行う非営利法人目的とする事業を行う非営利法人。。民間有識者民間有識者（公益認（公益認
　定等委員会）　定等委員会）の意見に基づき内閣総理大臣または都道の意見に基づき内閣総理大臣または都道
　　府県知事が認定府県知事が認定する。原則非課税。する。原則非課税。



一般と公益の相違点一般と公益の相違点

三親等内親族理事は１／３以下
他同一団体理事などは１／３以下

なし理事資格制限

国、公共団体、他の公益法人などへの贈与
規定が必要

なし　但し、残余財産分配禁止残余財産制限

あり（政令で定める）なし　但し、剰余金分配禁止遊休財産制限

株式その他内閣府令で定めるものなし保有財産制限

①寄付財産
②補助金
③公益目的事業対価
④事業収益
⑤定款上の公益特定財産他
以上は公益目的のみ支出可能

なし使途限定財産

公益目的事業費率が50／100 以上なし支出制限

公益目的事業を主たる目的とすること
収益事業等は公益目的事業を妨げない範囲
のみ
風俗営業、投機的取引、高利の融資事業そ
の他政令で禁止するものは一切不可

なし目的制限

公益社団法人●●青年会議所一般社団法人●●青年会議所　

論点整理



一般と公益の相違点一般と公益の相違点

①認定取消前一年間に代表理事であったも
ので５年が経過しない者
②暴力団員不当行為防止法違反、傷害罪暴
行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、脱
税に関する罪などで罰金以上の刑執行後５
年以内の者
③禁固、懲役の刑執行後５年以内の者
④暴力団員でなくなってから５年以内の者

なし役員欠格事由

内閣府令で上限設定（民間比較）なし役員報酬制限

会計監査人（収入金額に応じて） 代表理事代表理事
理事会（代表理事・監事もパック）
会計監査人

任意的設置期間

社員総会
理事
理事会（代表理事・監事もパック）
会計監査人（収益・費用・損失のすべてが政
令で定める基準以下の場合は不要）

社員総会
理事（１名以上）
監事（理事会または会計監査人設置の
場合）
会計監査人（負債２００億以上）

必要的設置期間
（会計監査人は
公認会計士また
は監査法人のみ）

公益社団法人●●青年会議所一般社団法人●●青年会議所　



一般と公益の相違点一般と公益の相違点

制限なし社員・債権者閲覧・謄写権

①同左
②同左
③事業計画書・収支予算書（当該事業年度）
財産目録・役員名簿・役員報酬基準その他
内閣府で定めるもの（５年間）

①定款・社員名簿（永久）
②計算書類・事業報告・監査報告・付属
明細書（総会２週間前から総会終了後５
年間）

書類備置義務

収益事業の区分特別会計の特則一般に公正妥当と認められる会計の慣
行に従う

会計原則

同左官報または日刊紙（要旨のみ）
ＷＥＢ（当該総会から５年間）
　　　　（登録調査機関の調査必要）
その他法務省令で定める方法

決算公告

①役員に欠格事由がある場合
②不正手段による認定があった場合
③定款・事業計画書が法令違反の場合
④許認可事業の許認可が取得できない場合
⑤税金の滞納処分を受けた場合
⑥暴力団支配団体の場合
⑦取消後５年以内は再認定不可

なし公益認定取消
事由

公益社団法人●●青年会議所一般社団法人●●青年会議所　



一般と公益の相違点一般と公益の相違点

①②③④同左
⑤不正公益認定
６ヶ月以下の懲役又は50 万円以下の罰金
⑥不正名称使用
50 万円以下の罰金
⑦公益認定申請虚偽記載、財産目録等備置
違反
30 万円以下の罰金
⑧変更届出等の虚偽記載、懈怠、検査拒否
30 万円以下の過料

①特別背任
７年以下の懲役又は500 万円以下の罰金
②法令・定款違反の基金返還、目的外投
機取引、虚偽文書行使
３年以下の懲役又は100 万円以下の罰金
③贈収賄
５年以下の懲役又は500 万円以下の罰金
④電子公告調査記録虚偽記載
30 万円以下の罰金他

罰則

原則非課税（収益事業は課税）
法人税・法人住民税法人税割・法人事業税
所得割
法人住民税均等割→原則課税（収益のない
場合は最低税率）
寄付金の控除・損金算入あり
「国・地方公共団体」「指定寄附金」「特定公
益増進法人」「認定ＮＰＯ法人」に追加

原則課税
法人税・法人住民税法人税割・法人事業
所得割・法人住民税均等割
「共益のための会費」は未定

税制上の措置

報告要求、立ち入り調査、帳簿等検査、質問
権の行使
勧告、命令
権警察庁、国税庁からの意見聴取権

原則　なし
移行前の財産公益目的使用について

行政庁の監督

公益社団法人●●青年会議所一般社団法人●●青年会議所　



①、指定の公益目的事業を行うことを主たる目的とする

②、必要な経理的知識及び技術的能力を有している
　　 （新公益法人会計基準）

③、社員、理事、監事、使用人に特別の利益を与えない

④、営利事業を営む者、特定の個人又は団体に対し特別の
　
　　 利益を与えない

⑤、社会的信用を維持するのに相応しくない事業はしない

⑥、公益目的事業について、その事業に係る収入が適正な
　　 費用を償う額を超えない

⑦、収益事業等が公益目的事業の支障になってはいけない

公益認定の基準公益認定の基準



　⑧、公益目的事業費率が50／100 以上でなければならない

　　　＊問題となる公益事業比率＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益目的事業の費用

　　　　公益目的事業の費用＋収益事業の費用＋運営に必要な経常的経費

　⑨、遊休財産（留保金）の制限
　　　　（遊休財産とは公益事業も収益事業も行っていない財産をいう）

　⑩、役員の１／３が親族や他の同一団体であってはならない

　⑪、会計監査人の設置義務
　　　　(内閣府令で定める収入基準に達しない場合はこの限りではない)

　⑫、その他の要件

公益認定の基準公益認定の基準



公益認定の主な基準公益認定の主な基準

学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種
類の事業であって、「不特定」かつ「多数」の者の利益の増進に
寄与するもの

１、学術及び科学技術の振興を目的とする事業
２、文化及び芸術の振興を目的とする事業
３、障害者もしくは生活困窮者又は事故、災害もしくは犯罪による被害者の　
　
　　支援を目的とする事業
４、高齢者の福祉の増進を目的とする事業
５、勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
６、公衆衛生の向上を目的とする事業
７、児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
８、勤労者の福祉の向上を目的とする事業
９、教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊か
　　な人間性の涵養を目的とする事業

①、指定の公益目的事業を行うことを主たる目的とする



１０、犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
１１、事故又は災害の防止を目的とする事業
１２、人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶
　　　 を目的とする事業
１３、思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を

目的とする事業

１４、男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的
とする事業

１５、国際相互理解の促進及び発展途上にある海外の地域に対する経済協
力を目的とする事業

１６、地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
１７、国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
１８、国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
１９、地域社会の健全な発展を目的とする事業
２０、公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化に

よる国民生活の安定向上を目的とする事業

２１、国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的と
する事業

２２、一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
２３、上記のほか、公益に関する事業として政令で定めるもの



　⑧、公益目的事業費率が50／100 以上でなければならない　　

公益認定の主な基準公益認定の主な基準

【対処方法】【対処方法】　　

　１、　１、事業の見直し事業の見直し

　・　・共益共益事業事業から公益から公益事業事業への転換への転換

　２、　２、管理費の削減管理費の削減

　・　・管理費の事業費への振り替えの検討管理費の事業費への振り替えの検討

　・　・不要な経費の削減不要な経費の削減

　３、　３、事業費の拡大事業費の拡大

　・　・会員の拡大会員の拡大

　・　・会費の増額会費の増額

　・　・補助金、寄付金の確保補助金、寄付金の確保



公益認定の主な基準公益認定の主な基準

公益事業費

共益事業費

管理費

総支出

公益事業・・・社会全般の利益、
　 　　　　　　　不特定多数の人の利益を担う事業

共益事業・・・会員のみを対象とした親睦、研修事業

※共益事業であっても、間接的に地域の
　 公益を担う人材の育成の為であれば、

公益性の存在はあり得る。

最終的な公益性の判断は前述の「合議
制の機関」にゆだねられる。

公益事業費を５０％以上にする

　⑧、公益目的事業費率が50／100 以上でなければならない　　



公益法人会計基準の改正公益法人会計基準の改正

※これまでは予算準拠に重点を置いた財務諸表であったが、
　 新会計基準では財務情報の提供を重視する

＜見直しのポイント＞＜見直しのポイント＞

作成すべき書類が煩雑作成すべき書類が煩雑、、正味財産増減計算書がわかりにくい正味財産増減計算書がわかりにくい、、

寄付された財産の扱いが不明確寄付された財産の扱いが不明確、、ディスクロージャーが不十分ディスクロージャーが不十分

＜公益法人会計の目的＞＜公益法人会計の目的＞

①　財務情報の透明化の充実①　財務情報の透明化の充実

②　事業の効率性をわかりやすく表示②　事業の効率性をわかりやすく表示

③　法人の受託責任の明確化③　法人の受託責任の明確化



新公益法人会計基準新公益法人会計基準（平成１８年度～）（平成１８年度～）

収支予算書

会計帳簿

収支計算書

貸借対照表

正味財産増減計算書
（損益計算書に相当）

財産目録

会
計
基
準
外

内
部
管
理
事
項

貸借対照表
　正味財産を２区分
　（指定・一般）

正味財産増減計算書
　フロー式に統一
　（収益・費用計算による増減）

財産目録

キャッシュフロー計算書
　（大規模法人のみ）

会
計
基
準
と
し
て
規
定
す
る
「
財
務
諸
表
」

収支予算書

会計帳簿

収支計算書



移行手順移行手順

特例民法法人

現行社団法人

公益社団法人 一般社団法人

２００８年１０月１日　施行予定

認定・認可をしない 公益認定申請 移行認可申請

２０１３年１０月１日

法人解散

公益社団法人

公益認定申請

　　※移行するまでは新法の
適用を受けず現行のまま
存続できる

　　※公益社団法人であっても公益認定基準に適合し
なくなった場合は認定を取り消される



定款の変更事項定款の変更事項
【ポイント】【ポイント】 ・会員相互の親睦を・会員相互の親睦を目的目的とするような記載は不可とするような記載は不可

　　　　　　　　　　　　　　 ・事業計画書には公益のある目的を明確に記述・事業計画書には公益のある目的を明確に記述
　・例会、交流会も対外目的を明確に　・例会、交流会も対外目的を明確にするする

　　公益社団法人定款モデルのポイント公益社団法人定款モデルのポイント

一般社団法人の変更追加　一般社団法人の変更追加　第第1919条条　　任期任期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第第2525条条　　競業及び利益相反取引の制限競業及び利益相反取引の制限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第第2626条条　　役員等の本会に対する損害賠償責任役員等の本会に対する損害賠償責任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第第2727条条　　理事等による免除に関する定款の定め理事等による免除に関する定款の定め
　　 第第3939条条　　議事録議事録
　　 第第4747条条　　事業報告及び会計報告事業報告及び会計報告
　　 第第4949条条　　会計帳簿の閲覧等の請求会計帳簿の閲覧等の請求

　公益社団法人の変更追加　公益社団法人の変更追加 第第 55条条　　事業事業
　　 第第2121条条 会計監査人会計監査人
　　 第第5454条条　　残余財産の処分残余財産の処分



メリット・デメリットメリット・デメリット

【一般社団法人でのデメリット】【一般社団法人でのデメリット】

・非公益法人ということで社会から低く評価される・非公益法人ということで社会から低く評価される

・サークル、同好会の類と思われる・サークル、同好会の類と思われる

・普通法人同様に課税される・普通法人同様に課税される

・・補助金が出にくくなる補助金が出にくくなる

【公益社団法人となるメリット】【公益社団法人となるメリット】

・より高い信頼性を得ることができる・より高い信頼性を得ることができる

・原則非課税　・原則非課税　

・寄付金控除などの税制優遇があり、寄付を貰いやすい・寄付金控除などの税制優遇があり、寄付を貰いやすい



公益社団法人格の必要性公益社団法人格の必要性

戦後の荒廃から高度経済成長戦後の荒廃から高度経済成長へかけてはへかけては「「JCJCしか無い時代」しか無い時代」
においてにおいて地域地域社会社会からから強く求められる公益団体として強く求められる公益団体として発展発展

現在現在はは専門分野に特化したまちづくり団体専門分野に特化したまちづくり団体ややNPONPO法人法人の台頭の台頭
により、により、「「JCJCもある時代」もある時代」であって存在感が薄れている。であって存在感が薄れている。

今後は今後は「「ＪＣでなければならないＪＣでなければならない」」・・「「ＪＣでなければできないＪＣでなければできない」」とと
いういう存在感と信頼性を確立するためにも存在感と信頼性を確立するためにも「「公益社団法人格」を公益社団法人格」を
取得して、ＪＣの存在価値を見出さなければならない。取得して、ＪＣの存在価値を見出さなければならない。

そしてまた、これを機会として「明るい豊かな社会」をそしてまた、これを機会として「明るい豊かな社会」を
創造するために、さらなる組織進化を遂げ社会の負創造するために、さらなる組織進化を遂げ社会の負
託と信頼に応えていく。託と信頼に応えていく。





日本ＪＣ組織変革推進会議による日本ＪＣ組織変革推進会議による
ＬＯＭへの支援活動についてＬＯＭへの支援活動について

ブロックブロック

推薦委員推薦委員

第３小会議第３小会議

副議長副議長

問い合わせ問い合わせ 転送転送

回答回答回答回答

・情報の受発信に関しては、全てブロック推薦委員を通してメールにて・情報の受発信に関しては、全てブロック推薦委員を通してメールにて

　実施します。　実施します。

・お問い合わせ先の担当者アドレスは、日本ＪＣホームページ組織変革・お問い合わせ先の担当者アドレスは、日本ＪＣホームページ組織変革

　推進会議ページに一覧を掲載します。　推進会議ページに一覧を掲載します。

・お問い合わせ後、１週間～２週間以内に調査してご回答をします。・お問い合わせ後、１週間～２週間以内に調査してご回答をします。

各地各地

ＬＯＭＬＯＭ
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